
市議会定例会開催

義務教育施設適正配置審議会　教育委員会へ答申書提出

　令和4年第4回常陸大宮市議会定例会が、12月6日から12月21日まで開会されました。この定例会では、次の議

案（市長提出議案）の審議が行われ、それぞれ可決されました。

　条例

〇常陸大宮市個人情報保護法施行条例

○常陸大宮市行政組織条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

○常陸大宮市税条例等の一部を改正する条例

○常陸大宮市上水道事業給水条例等の一部を改正する条例

○常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市奨学資金等貸与条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市社会体育施設条例及び常陸大宮市都市公園条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

　令和4年度補正予算

○ 常陸大宮市一般会計補正予算・特別会計（4会計）補正予算、上水道事業会計補正予算、下水道事業会計補正予算

　その他

○市道路線の認定について

○市道路線の変更について

○指定管理者の指定について（おおみや広域聖苑）

○指定管理者の指定について（常陸大宮市御前山青少年旅行村・常陸大宮市三王山自然公園）

　少子化が進む中で、令和4年11月22日に開催された「第
7回常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会」において、

「常陸大宮市義務教育施設の適正規模に関する基本的な
考え方及び適正化に向けた方策」の答申書が、同審議会
の野上公雄会長から小野教育長へ手渡されました。
　答申では「新たな学校再編は当分の期間は行わず、教
育委員会の指揮のもと、児童生徒、保護者、地域住民及
び学校が連携・協力しながら、現状の小学校11校、中
学校4校による学校運営を適切に行い、成果をできる限
り大きくしていく対応をすること」とした上で、将来的
な学校再編や人口減少対策などの付帯意見が盛り込まれ
ました。
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